
コンパクトなまちづくり推進協議会
　当協議会の前身である「まちづくり情報交流協議会（平成 21 年 7 月設立）」
にて都市再生整備計画事業によるまちづくりに関する活動を進めてまいり
ましたが、コンパクトなまちづくりを一層進めていくためには、立地適正化
計画制度によるまちづくりに関する活動と併せて行うことがより有効である
と考え、まちづくり情報交流協議会を発展的に改組し
平成 30 年 6 月 29 日、コンパクトなまちづくり推進協議会が
設立されました。

会員数︓302 団体　令和２年 4 月 1 日現在

（都道府県︓47 団体、市区町村︓255 団体）
会　長︓松山市長　野志克仁
事務局︓一般財団法人 
　　　　　　　都市みらい推進機構

１．講習会・勉強会・現地視察等の実施
　令和元年 5 月には愛媛県松山市にて、初の現地での開催となります立地適正化計画実務勉強会を開催、
また、10 月には第 13 回まち交大賞受賞地区（茨城県下妻市）において全国研修会を開催し、講習会等
や現地視察研修を行いました。令和 2 年 2 月にはコンパクトなまちづくり実務勉強会と称し国土交通省
、姫路市、宇都宮市から「立地適正化計画と広域連携・スマートシティ」というテーマでご講演をいた
だきました。本年につきましても「立地適正化計画実務勉強会（静岡県藤枝市予定︓コンパクトなまち
づくり大賞 総合戦略部門 国土交通大臣賞受賞）」と「全国研修会（宮崎県都城市予定︓コンパクトなま
ちづくり大賞 個別事業部門 国土交通大臣賞受賞）」など、会員限定の講習会等を開催できるよう検討
しております。

【立地適正化計画実務勉強会の様子】 【全国研修会の様子】 【コンパクトなまちづくり実務勉強会の様子】

２．国土交通省等の最新情報の提供
　設立総会や前身協議会における配布資料などは、協議会ホームページにて掲載しております。また、
アンケートの実施、国土交通省の更新情報、その他情報提供があった場合には、ホームページへの
掲載・更新のみならず、不定期ではありますが、メールマガジンを会員の皆様に送付し、協議会活動の
活性化を引き続き図ってまいります。



コンパクトなまちづくり推進協議会事務局（（一財）都市みらい推進機構内）

担当：小沢・森田・橋本　　Tel：03-5261-5625　　Mail：info@compact-net.org

今後、都市再生整備計画を活用したまちづくりをお考えの市区町村や、
立地適正化計画を策定、もしくは策定しようとお考えの市区町村におかれましては、

当協議会への加入をご検討いただきますようお願いいたします。

３．まち交ネットの活用
　コンパクトなまちづくり推進協議会の会員の皆様においては、まちづくり情報交流システム

（通称「まち交ネット」）をご活用いただけます。実施されている都市再生整備計画を基幹事業分類等
で網羅的に検索できるシステムです。平成 30 年度からは立地適正化計画を検索するシステムも新たに
加わり、人口や目標人口数、誘導施設の詳細、区域の設定状況、市町村独自区域の設定状況などの
幅広い条件から、計画書やパブコメの実施等の検索が可能となりました。

【まち交ネット】 【都市再生整備計画 事業検索】 【立地適正化計画 事業検索】

４．大賞制度の運営（コンパクトなまちづくり大賞及び先進的まちづくり大賞）

　当協議会では平成 30 年度よりコンパクトなまちづくり大賞 総合戦略部門（旧コンパクトシティ

大賞）、個別事業部門（旧まち交大賞）、及び、先進的まちづくり大賞（旧先進的まちづくりシティ
コンペ）を都市みらい推進機構と共催しております。

【両大賞審査委員会の様子】【両大賞表彰式の様子】 【両大賞表彰式の様子】

５．その他の活動

　都市みらい推進機構が行うエリアマネジメント実務勉強会をはじめとする講演会や、都市みらい

推進機構が事務局を務める他団体の講演会等について出席のお声掛けや資料提供を行ってまいります。

６．会費とホームページアドレス

コンパクトなまちづくり推進協議会ホームページ：http://www.compact-net.org/
まち交ネット：http://www.machikou-net.org/

【協議会HPのＱＲコード】

政令市 市・区 町・村
50,000円 30,000円 10,000円


